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≪参考≫ 

 

【認定林業事業主とは】 

 
・ 「林業労働力の確保の促進に関する法律」（平成８年法律第 45 号）第５条第３項に

基づき、５カ年間の「改善計画」を作成し、千葉県知事の認定を受けた事業主。 

 

・ 認定を受けるための改善計画とは、労働環境の改善、募集方法の改善、その他の雇用

管理の改善及び森林施業の機械化、その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な

措置を計画。 

 

・ 事業主とは、林業労働者を雇用して森林施業を行う者で、森林組合(連合会）、造林

業、育林業、素材生産業を営む者と、その他組織する団体等。  

 

・ 改善計画は、事業主が単独又は他の事業主若しくは千葉県林業労働力確保支援センタ

ーと共同で作成することができる。 

 

・ 認定事業主の認定期間は４年を超え、かつ、５年を超えない期間  (再認定有り）。 

 

 

１ 知事認定までの流れ 
 

事業主 
申請 千葉県林業労働力 

確保支援センター 
副申 

 林業事務所 
進達 知 事 

 (森林課）    
         認定通知              通知                  通知 
                                                       
 
                                                          通知 

 千葉労働局長 
 関東森林管理局長 
 千葉森林管理事務所長 
千葉県森林組合連合会代表理事会長 
雇用労働課長 

 

２ 認定のメリット 

・ 国有林野事業に係る森林施業の委託について、認定事業主に委託する配慮あり。 

 ・ 国が実施する「緑の雇用事業」が活用できる。     

  ・ 県の補助事業（高性能林業機械等のレンタル費、研修受講に要する日当、安全装備

品購入費用への支援等）の対象となる。 

  ・ 県が開催する事業主の会議への参加により、県からの情報量が増加する。 

  ・ 林業・木材産業改善資金の特例措置（貸付限度額引上げ、償還期間延長等）が   

適用される。 
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 ・ 公共職業安定所での求人募集で「認定事業主」の表記が可能となる。 
等 

 

【認定基準】 

 

１ 雇用管理の改善 

 (1) 雇用の安定化の取組 

      ・ 雇用管理者が選任されること 

      ・ 新規採用時に雇用に関する文書が交付されること 

      ・ 林業労働者の就業規則が制定されること 

      ・ 雇用期間の常用化が図られること 

 (2) 労働条件の改善の取組 

      ・ 新規採用者への、労働者災害補償保険、雇用保険、各種退職金共済等の加入が 

 図られること 

      ・ 振動機械の使用時間が短縮されること 

      ・ 健康診断の受診が図られること 

 

２ 事業の合理化 

    (1) 事業量の安定確保の取組 

      ・ 事業量の拡大が図られること 

      ・ 事業の多角化が図られること 

    (2) 生産性の向上の取組 

      ・ 高性能林業機械の使用により作業効率の向上が図られること 

    (3) 技術者・技能者の養成 

      ・ 各種資格の取得、技能講習及び研修の受講により技術者・技能者の養成が図ら

れること 

 


